
【近畿ブロック】  

  

 

官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム 

「サウンディング」 

案件登録様式 

 

■ 記入票    

項目 記入欄 

１．サウンディング情報  

① 体名 大津市産業観光部観光振興課 

② 業名 旧竹林院の利活用について 

③本事業の現在の検討ス

テージ 

以下の中から本案件の検討ステージを選択してください。 

1.事業発案 

2.事業化検討 

3.事業者選定 

4.その他（                     ） 

 

検討ステージの考え方 

・本施設は指定管理者制度（指定管理期間 H2９.4.1～

R4.3.31）を導入しており、歴史ある坂本のまちの情報発信、

観光客の憩いの場の提供を目的に地元観光協会が管理運営して

いる。 

・座卓を使用したリフレクション撮影の SNS 拡散、明智光秀

ゆかりの地である坂本が舞台である大河ドラマ「麒麟が来る」

の放映により、旧竹林院の入込客数は右肩上がりに増加してお

り、令和元年度は年間５３，０００人が来館した。 

・R4.3.31 をもって指定管理者の更新が行われるが、コロナ禍

における集客の維持が見込め、国指定名勝庭園を有する旧竹林

院の魅力をより引き出すための公募条件を伺いたい。 

 

 
 

④サウンディングの目的 ・歴史ある坂本のまちは、年間約 200 万人の集客を誇るが、滞在

時間が短い立ち寄り型観光となっており、旧竹林院においても短

時間の滞在が主である。一般観覧のみではなく、長期滞在してい

ただけるコンテンツ造成（飲食、宿泊等）、イベント等の開催（庭

園のライトアップ等）に関して、民間事業者から多種多様な提案

をいただきたく、サウンディングを実施するものである。最終的

には、旧竹林院がブランド化されるような施設としたい。 

 

⑤民間事業者に対する質

問事項 

これらの考え方を踏まえて、対話項目の設定に際しては、以下

のような項目設定を基本的な視点としつつ、提案を求めたい内容

に応じて調節する 

 



・宿泊、飲食が可能な施設として利用するために、施設改修にか

かる条件、経費はいくらぐらいになるのか。施設のポテンシャル

を勘案し、利用者の需要はあると考えられるか。また、民間事業

者の参入は見込めるか。 

 

・庭園を活かしたコンテンツとして、一般観覧の他に集客が見込

めるアイディアがあればお聞きしたい。 

 

④対話を希望する業種 

※該当する番号に○（複数可） 

注）希望する業種の事業者の参

加を確約するものではあり

ません 

1.設計    2.建設    3.不動産     

4.金融機関    5.維持管理    6.コンサル     

7.運営（          ） 

8.その他（          ） 

２．事業概要  

（１）基本情報  

①事業の種類 

※該当する番号に○（複数可） 

1.新設    2.建替え    3.改修   4.維持管理・運営 

5.その他（             ） 

②想定する事業の手法 

※該当する番号に○（複数可） 

1.サービス購入型   2.収益型   3.混合型 

4.公的不動産の利活用   ５.包括的民間委託 

6.指定管理者制度   ７.コンセッション 

８.その他（             ） 

③事業内容 

※事業の内容を簡潔にご記入

下さい 

名勝庭園を有する旧竹林院の利活用 

③ 状及び課題 ・坂本地域には多くの観光客が来訪するが、人が留まる施設が少

なく、旧竹林院に機能付与したい。 

・本市でイニシャルコスト捻出が難しい。 

⑤前提条件 

※事業化にあたって事業者に

考慮してほしい事項等を簡

潔にご記入ください 

・飲食や宿泊施設などエリアに不足する機能を充足する整備提案 

・イニシャルコストの事業者負担 

・指定管理業務委託の仕様条件（５年） 

 

⑥事業スケジュール（予

定） 

例）令和 5 年 着工、令和 6 年度 供用開始 

令和４年４月 指定管理者更新（指定期間５年） 

（２）対象地  

①所在地（交通情報含む） 滋賀県大津市坂本五丁目 2 番 13 号 

②敷地面積 5241.55 ㎡ 

 

③土地利用上の制約 ・市街化調整区域 

・宅造規制区域内 

 

④所有者 大津市 



 

⑤周辺施設等 ・京阪「坂本比叡山口駅」から徒歩 6 分 

・JR 湖西線「比叡山坂本駅」から徒歩 20 分 

 

⑥対象地周辺の環境 ・国の重要伝統的建造物郡保存地区 

・比叡山延暦寺・日吉大社・西教寺等の複数の社寺仏閣 

 

⑦その他 

(上記項目以外の情報、特徴、

留意すべきこと等） 

 

 

（３）対象施設   

（3）-1．建物 既存 整備後（予定） 

① 設名称 旧竹林院 

 

旧竹林院 

 

② 設の延床面積 主屋 354.43 ㎡ 

事務所 31.09 ㎡ 

資料館 101.08 ㎡ 

茶室（広間） 98.50 ㎡ 

茶室（小間） 7.13 ㎡ 

四阿 7.43 ㎡ 

蔵（倉庫） 91.26 ㎡ 

 

変更なし 

③ 物の構成（構造、階数） ・主屋二階建て木造 

・事務所一階建て木造 

・資料館一階建て木造 

・茶室（広間）一階建て木造 

・茶室（小間）木造、庭園に配置 

・四阿 庭園に配置 

・蔵（倉庫）二階建て木造 

・駐車場（観光バス 5 台、自動

車 13 台） 

 

変更なし 

② な施設の内容、導入機

能 

・庭園 

・主屋（庭園鑑賞） 

・茶室（貸室利用） 

・資料館（自主事業による展示） 

・茶室または資料館→飲食や宿

泊機能等の施設に整備 

⑤運営状況 

(運営主体、事業手法 

等） 

指定管理者制度 

 

指定管理者制度 

 



⑥その他 

(上記項目以外の情報、 

特徴、留意すべきこと

等） 

 

 

 

（3）-2．インフラ系 

（上下水道、道路等） 
既存 整備後（予定） 

① 設名称 水道・下水道引き込み有 

ガス引き込みなし 

水道・下水道引き込み有 

ガス引き込みなし 

② 模、能力 等 別紙参照 茶室、資料館の利活用により要

整備 

③運営状況 

( 運 営 主 体 、 事 業 手 法 

等） 

指定管理者制度 指定管理者制度 

④その他 

(上記項目以外の情報、 

特徴、留意すべきこと

等） 

  

 

■添付資料 

・位置図 

・学区別人口と推移 

・年齢別人口 

・平面図（全体、駐車場） 

・利用者数 

・給排水ガス引き込み図 

・アンケートと世代別結果と考察 

 


